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経済学研究 34-1
北海道大学 1984.6

金融論の研究 (1)

浜田康 行

目 次(本号掲載分のみ〉
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第2節金融論の研究方法

第3節金融の基本規定

第 1編 商業信用
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第2章 商業信用の発生
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第2節貸し手の事情

第 2節への補論諸説の検討

はしがき

この論文は，北海道大学経済学部における金

融論の講義案をもとにして作成したものであ

る。したがって，以下にあげるようないくつか

の特徴を備えている。まず，金融論ないし信用

論の研究者にとっては，あまりにも初歩的な説

明や，ややくどいと思われる説明が含まれてい

るかもしれない。第2点は，私なりの論理を少

しでもわかりやすく説明することに主眼をおい

たので，他の論者の説にはあまり言及していな

いということである。諸説への関説は，私の論

述の進行上必要な限りにとどめたのである。こ

の点では，各論者の御了承をえたい。第3点は，

マルクス経済学の理論と金融の現実とを可能な

限り接近させて説明しようとしたことである。

これは，ややもすれば敬遠されがちな金融論と

いう科目を少しでも興味あるものにしたいとい

う私の気持から生じたことである。

このような拙いノートを敢えて世に問うの

は，私の考えの中に，通説あるいは主流の説明

とは異るいくつかの論点が出て来てしまったか

らである。批判を得てまた前進で、きれば幸いで

ある。

序章金融論の意義と方法

第 1節金融論を学ぶ意義

我々の社会には，実に様々な金融機関が存在

している。そして，それらは単に数が多いだけ

でなく，我々の生きる経済社会において巨大な

勢力を持っているのである。このことは，少し

でも大きな町のメイ γ ・ストリートを歩いてみ

れば，誰の目にも明らかであろう。いつも，町

の一等地には銀行をはじめとする各種金融機関

が大きなピノレを連らねている。

第1表は，我国に存在する主要な金融機関の

数と資金量を示したものである。金融機関を営

業形態で、分けたとき最大のものは銀行と呼ばれ

るものであり，その中でも特に大きな資金量を

持っているのは都市銀行である。わずか 13行

で総預金の 27%， 金額にして約 100兆円を集

めている。これに，地方銀行や郵便局の預金を

加えた日本の総預金額は実に GNPの1.6倍，

400兆円にのぼるのである。

預金は集めないが，お金を融通するという意

味で金融活動をしている様々な機関がある。そ

のうち最大級のものは保険会社と証券会社であ

ろう。保険会社は， 日本では生命保険会社と損

害保険会社に分かれているが，前者は21社，

後者は22社あり，その資産運用高はそれぞれ

22兆5千億， 5兆5千億と，これまた巨額であ

る。証券会社は，証券取引所の正会員となって
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第1表金融機関の預貸金γ ェアー (単位:億円， %，企印減〕

預金
γ ェア

前年同月
シェア

預金 前月比同増加率 同増加率|行数I fJj ~ I iitr jJ Jt I fiiJt!Il!Jn* I ~年 3 月 i比増加額

都 S艮 26. 76 26.61 1，078，900 15，794 1.49 55，968 5.47 13 

長信 銀 1. 03 1. 07 41，711 A 1，740 企4.00 A 115 A 0.27 3 

信託銀 1.74 1. 74 70，333 A 1，524 A 2.12 83 O. 12 7 

地 銀 18.80 18.95 758，011 35，366 4.89 27，516 3. 77 63 

相 重良 8.61 8.76 347，537 24，799 7.68 22，707 6.99 71 

信 金 10.84 11.01 437，034 18，683 4.47 29，576 7.26 456 

信 組 2. 76 2.78 111，119 4，499 4.22 5，868 5.58 468 

農 協 8.68 8.82 350，017 17，581 5.29 32，904 10.38 4，553 

郵便 局 20. 78 20.26 837，746 12，689 1. 54 69，728 9.08 1 

合 計 100.00 100.00 4，032，408 126，147 3.23 244，235 6.45 5，635 
・ a

貸出金
シェア 事?引貸出金|前月比|同増加率122AA|同 増加 率| 預貸 率

都 重県 36.07 35.80 964，389 28，849 3.08 77，238 8. 71 89.39 

長信 銀 8.30 8.32 222，022 3，205 1. 46 14， 150 6.81 532.29 

信託 銀 3.48 2.95 93，108 3，675 4.11 20，556 28.33 132.38 

地 長良 21. 84 21. 84 583，942 25，318 4.53 40，856 7.52 77.04 

相 全長 10.51 10.64 280，932 8，917 3.28 18，693 7.13 80.84 

信 金 12.21 12.46 326，408 9，813 3. 10 20，725 6. 78 74.69 

信 組 3.23 3.29 86，352 2，017 2.39 4，705 5. 76 77. 71 

農 協 4.21 4.55 112，587 568 0.51 821 O. 73 32. 17 

郵 便 局 O. 15 O. 14 4，093 A 352 企7.92 359 9.61 0.49 

合 計 100.00 100.00 2，673，833 82，010 3.16 198，103 8.00 66.31 

制①いずれも速報ベースによる ②長信銀，信託銀は銀行勘定のみ ③農協数は 58年 3月末のもの
出典)W日本金融通信111月30日号 (1983年 12月末)

いるものだけで 130社 (1983年末)あり，その

いわゆる営業資産は4大証券会社だけで実に，

43兆円にのぼっている。以上あげた他にも，

我国には他国に較べて比較的多くの政府系金融

機関があり，最近では多くの社会問題を引き起

こしているいわゆるサラ金業者(融資残高4兆

円， 1983年 4月末)や，金融の国際化を反映し

て多くの在日外国銀行が，それぞれの分野で金

融活動を行なっているのである。

GNPの2倍を軽く越える巨大な資金を扱う

これらの金融機関が，巨大な経済力を持つであ

ろうことは言うまでもなかろう。そして，金融

機関がこれ程の経済力を持っている時代は，資

本主義社会，そして特に現代の資本主義社会を

おいて他にないのである。金融ということの最

も単純な規定は，それを文字どおりに解してお

金の融通であるが，そうである以上，その歴史

は貨幣経済の発生とともに古いのであるが，ま

さに金融機関が経済社会の最大の勢力であるよ

うな事態は，世界史的にみれば最近の現象に属

するのである。

大銀行が，その巨大な資金力を背景に，主要

な企業を支配していること，あるいは強力な影

響力を行使していることは，洋の東西を問わず

現在では自明のことである。第2表は，日本の

主要な銀行がどれくらいの数の企業について，

いわゆるメイン・バンク，サブ・メイン・バン

クの地位を保持しているかを示したものであ

り，第3表は，主要な金融機関が大株主となっ

ている企業数を示したものである。大株主でも

あり，また主要な資金の供給者で、もあれば，企

業への支配力は強大であり，それは当然に金融

機関から企業への役員派遣に発展する。これを

示したのが第4表である。

金融機関の力は経済的なものにとどまらな

い。第5表は， 1982年度の政党への企業献金
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第 2表主要銀行の融資企業総数と融資)1民上位企業数の推移

融 資企業総数 融資煩 1~3 位企業数
うち 1位 融資比率20%数
企業数 以上の企業

1T 名

必年度 1
5問 1

55年度
1
57年度 48年度 150年度 155年度 157年度 55年度|昨度55年度|昨度

輿 長良 805 856 796 789 

長 長良 667 710 626 639 

日債銀 552 585 465 476 

第一勧業 873 912 848 841 

拓 吉良 397 411 376 383 

東 五孔 505 525 543 570 

一 井 671 705 653 672 

一 菱 886 899 799 807 

富 土 804 810 747 770 

住 友 685 700 670 694 

大 和 637 636 579 558 

手口 812 832 773 788 

東 海 785 801 740 738 

協 和 559 571 524 525 

太陽神戸 857 961 907 918 

長奇 玉 508 517 521 535 

三井信 566 588 551 570 

三菱信 611 615 603 609 

住友信 648 681 634 617 

安田 信 607 622 589 594 

日本信 325 347 310 304 

東洋信 540 556 499 501 

中 央信 401 410 360 373 

農林中金 457 519 528 565 

出典)東洋経済 『企業系列総覧~ 1984年版 p.45

額を示したものであるが，これが氷山の一角で

あろうことを承知したうえで，ここでも銀行の

名前はやはり目につくのである。今日の政治へ

の最大の圧力団体である財界の首脳に，大銀行

出身者の数が多いのは決して偶然ではなし、。普

通の産業分類に従えば，食品，建設，化学など

と同じレベルの一分類で、ある金融業に属するに

すぎない銀行が，しばしば銀行 vs産業という

ように，自余の全産業と対置されるのは今日の

銀行の地位を象徴しているといえよう。

金融機関の占めるかくも大きな存在が，とど

のつまり我々の経済社会における金融取引の持

つ意味の大きさを示している以上，それを直接

の対象とする金融論の研究は経済学の体系にお

いて最重要の位置を占める。そして，その度合

375 

234 

133 

283 

41 

32 

206 

257 

302 

232 

120 

235 

172 

119 

142 

172 

188 

173 

155 

30 

90 

68 

170 

394 374 369 179 179 125 108 

236 228 208 74 70 51 47 

128 115 97 21 18 20 15 

288 319 335 126 135 95 96 

41 45 51 11 12 10 10 

32 40 51 11 14 4 10 

190 209 210 89 101 66 67 

243 244 254 113 117 75 84 

287 314 334 121 138 109 118 

236 259 250 124 126 84 84 

107 117 108 41 33 33 26 

243 264 265 105 113 84 90 

169 173 191 78 82 61 70 

118 119 125 36 37 32 33 

133 170 187 50 50 40 39 

56 58 67 23 24 20 22 

170 131 136 46 42 25 24 

182 162 144 52 41 40 30 

175 146 138 45 45 35 33 

176 149 145 43 29 34 36 

30 23 15 2 2 1 1 

92 76 74 6 8 10 8 

62 48 50 4 1 4 6 

169 139 139 31 25 28 24 

いは今日ますます高まっている。マルクス経済

学においても，またそれとは基本的立脚点を異

にする近代経済学においても，今日，金融論の

研究が盛んであり，研究者の数も他の分野に比

べて多いのは，金融現象の経済社会における重

要性が意識に反映したものであるといえよう。

この論文は，マノレグス経済学の立場に立って，

資本主義社会における金融現象を私なりに，体

系的に記述することを目的としている。第 1に

心掛けたのはわかりやすく書くということであ

り，第2v:このそれは，抽象的理論と現実の現象

とをなるべく関連させて論じていこうというこ

とである。もちろん抽象理論で現実をすべて説

明しうるものではないが，むしろ私は抽象論で

も現実のかなりの部分が基本的には説明がつく
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第3表金融機関の所有株式数ベスト 50社と株主l順位社数 (57年度〕

Jl民 同
金融機関名 (払)比率

1位1
2位

1
3位有社数位 (%) 

1 日本生命 9，241 3.20 661 99 82 942 

2 第一 生 命 5，809 2.01 351 34 52 572 

3 日本興業銀行 4，228 1. 46 171 46 43 530 

4 明治 生 命 3，979 1. 38 251 25 31 454 

5 住友生命 3，521 1. 22 201 21 23 551 

6 第一勧業銀行 3，461 1. 20 391 54 62 589 

7 朝日 生 命 3， 141 1. 09 131 21 20 363 

8 富士銀行 2，925: 1. 01 331 61 67 583 

9 三 菱 銀 行 2，734 0.95 341 50 43 503 

10 日本長期信用銀行 2，687 0.93 21 12 25 364 

11 住友銀行 2，540 0.88 161 43 61 401 

12 三 和 銀 行 2，537 0.88 241 54 50 523 

13 東京海上火災 2，206 o. 76 51 15 33 481 

14 三 井 銀 行 1，887 o. 65 151 26 34 353 

15 大 和 銀 行 1，849 0.64 191 32 25 399 

16 三菱信託銀行 1，680 0.58 61 12 22 407 

17 三井信託銀行 1，659 0.57 31 10 24 413 

18 太陽生命 1，531 0.53 4 5 4 99 

19 東 海 銀 行 1，443 0.50 221 42 43 448 

20 三 井 生 命 1，430 0.49 131 14 15 213 

21 住友信託銀行 1，304 0.45 2 81 10 308 

22 太陽神戸銀行 1，241 0.43 91 31 28 467 

23 安田信託銀行 1，240 0.43 21 11 14 398 

24 安 田 生 命 1，227 0.42 121 10 17 234 

25 安田火災海上 1，154 0.40 71 11 12 383 

出典〉表 2と同じ p.41 

ということをより強調したいのである。

私は，マノレグス経済学の立場に立っと述べた

が，このことについて少し補足しておこう。従

来のマノレグス経済学の立場に立つ金融論は，主

に『資本論』の 3巻 5編を中心に論じられ組み

立てられて来た。しかし，通称メガの出版に併

う 3巻 5編の成立に関する一連の研究でも明

らかなように， ~資本論JI 3巻 25章以下の未完

成の度合いは極めて高く，必ずしも第5編の構

成と内容がマルクス経済学の金融論のあるべき

姿と一致しているとはいえないのである。マル

クスが「資本主義的生産様式の一般の特徴づけ

のために必要OJという強い限定をし， 本来の

信用制度の研究は『資本論』のあとの問題であ

制大株主上位20位の集計

Jl原 持株数 同 株主順位社数 株式所
金融機関名 (弘)比率

1位
1
2位

1
3位位 (%) 有社数

26 千 代 田 生 命 1，108 0.38 71 11 11 186 

27 日本証券金融 990 0.34 121 17 19 245 

28 日本証券決済 971 0.34 451 38 20 173 

29 協和銀行 963 0.33 41 11 26 278 

30 日本債券信用銀行 827 0.29 1 31 11 227 

31 大正海上火災 818 0.28 2 5 5 265 

32 住友海上火災 749 0.26 O 31 12 250 

33 日本火災海上 737 0.26 4 21 12 199 

34 東京銀行 674 0.23 4 4 2 141 

35 東洋信託銀行 667 0.23 1 1 6 266 

36 第百生命 582 0.20 3 7 3 88 

37 東邦生命 573 0.20 6 2 4 85 

38 富国生命 553 o. 19 4 4 6 66 

39 同和火災海上 442 o. 15 O 2 6 165 

40 日動火災海上 427 o. 15 O O 1 148 

41 北海道拓殖銀行 376 o. 13 41 18 8 151 

42 埼玉銀行 344 o. 12 8 01 11 182 

43 野村証券 335 0.12 3 2 5 119 

44 大同生命 319 o. 11 O 6 7 101 

45 農林中央金庫 295 o. 10 1 。2 110 

46 興亜火災海上 289 O. 10 O 6 8 191 

47 横浜銀行 284 O. 10 2 71 13 176 

48 千代田火災海上 283 O. 10 1 O 1 207 

49 日産火災海上 278 O. 10 3 51 11 147 

50 南都銀行 250 0.09 O 。O 16 

ると言明しているにもかかわらず，我国の研究

は著しく『資本論JI 3巻 5編に傾斜して行なわ

れた。それはそれで， ~資本論』の研究として

は大きな成果をあげたのであるが，マノレクスが

自らの経済学研究プランの一部として予定して

いた，諸資本による競争を前提にして展開する

べき金融論を構築することにはならなかった。

私は， ~資本論』を原論として論理の基礎と

するのは当然で、あるが，第3巻 5編の構成と内

容だけに重点をおくのではなく，ヒルファディ

ングが指摘したように『資本論』第2巻の叙述

1)マノレグス 『資本論』大月書庖版 3巻 25章， p. 

502. (以下『資本論』の引用はすべて大月版を使

用。ベージのみを示す。〕
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第4表主要銀行の上場企業への派遣役員数
(20名以上〕

I 56年度末 57年度末派遣企業・ |一一一一一一一 v，...，-/;x. /J ..... 

官公庁名 !控室|役員数|控室|役員数障害雪

〔金融機関〉

奥 銀 117 172 117 171 67 

長 室長 32 43 31 45 11 

第一 勧 銀 127 185 125 187 34 

東 京 41 50 41 50 8 

井 55 68 57 68 10 

菱 117 153 113 156 27 

富 士 108 143 110 143 28 

住 友 84 135 80 133 34 

大 和 54 73 51 70 12 

一 和 78 110 80 114 22 

東 海 61 97 61 94 23 

協 和 36 46 39 47 6 

太陽神戸 49 75 48 74 11 

埼 玉 22 33 21 32 3 

三井信託 23 26 25 28 3 

三菱信託 33 39 35 41 5 

住友信託 29 34 28 35 O 

農林中金 44 47 42 44 5 

野村 証 券 17 24 15 20 4 

朝日 生 命 23 25 25 27 O 

第一生命 28 30 29 32 O 

日 本生命 30 31 33 34 O 

出典〉表2と同じ p.49 (ただし表の一部分を利用〉

にも等しく目をくばり，原論を一歩具体化した

ものとしての金融論を，私なりの体系で描きた

し、と思う。

マノレクス経済学の無力がいわれて既に久しい

が，その原因として，本来なら手本となるべき

既存社会主義国の魅力のなさ，イデオロギー以

前に国際社会での常軌を逸した行動などととも

に，やはり発達した資本主義国の未来像をマノレ

クス経済学が描ききれないことがあげられよ

う。なぜ未来を描けなくなったのか。それは様々

な原因があろうが，基本的な原因はマノレクス経

済学が我々の住む現実の社会を把握しえない，

我々の現実の社会の解剖が充分になされていな

いことによる。さて，金融現象は我々の経済社会

の一大要素に成長している。しかし，マルクス経

済学からのその解明は充分とはいし、難し、。我々

がもし台風の進路を予測しようと思うなら，ま

ずなすべきことは台風の現在地を知らねばなら

ない。次にそれがどこからどういうコースを経

て現在に至ったかを知らねばならない。金融論

の研究は，まさに我々の社会がL、まどこにいる

かを知るために不可欠の分野をなす。ついでに

言えば，将来社会には貨幣がないのであるから

金融もありえないのだとさえ言っておけば，マ

ノレグス主義の金融論研究者の将来展望は済むと

いうものではなし、。確かに，最後に到達すべき未

来社会はかようなものであろうが，我々の現時

点から未来社会に到るまではマノレクスの予想を

超えておそらく長大な過渡的社会が必然である

だろう。そして，そこでは，かくまで精密にかつ

強大に発展した金融機構をL、かに利用し，いか

に改廃していくかということが必ず問題になる

であろう。また移行期に際しては，強大な経済

力と政治力を合せ持った金融資本といかに対応

していくかという問題への処方築を書くために

も金融論の研究は欠かせないのである。

第2節金融論の研究方法

1. 3つのアプローチ

金融現象は，我々の経済社会の中で最も大き

な要素となっているが，この大きな対象に向っ

て，我々はどう接近すべきであろうか。

経済現象としての金融へのアプローチとし

て，次の 3つの方法が考えられる。まず，金融

とは取引である。それは売買と並んで資本主義

社会の 2大取引である。第1の方法は，取引そ

のものに着眼して，それがし、かに発生し，その

発生が資本主義社会にし、かなる作用をおよぼす

かをみていこうとするものである。しかし，取

引そのものは自にみえないものであり，しかも

一日に世界中でおそらく人口の数と同じくらい

行なわれているので，研究の対象物として取り

上げにくいとし、う困難がつきまとう。このアプ

ローチでは，無数に行われている取引に共通な

論理を引き出すための抽象力が特に要求され

る。

第2のアプローチは，取引の結果として生ず

る様々な用具に着目するものである。商人や産
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〈〉(業界団体
年間5，000万円以上〉

鋼材倶楽部 100，000 

石 泊 連 盟 100，000 
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⑪ 住 友 金 属 工 業

⑮川 崎 製 鉄
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⑫日 本 鋼 管
91 6 3 

⑬神戸製鋼所
90 10 マ電機 (6)
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⑤東京緒浦電気
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89. 7 10.3 
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@富 士 通
51. 6 37.4 11. 0 マ自動車 (4)
92.3 7. 7 

①日産自動車
85. 7 14.3 

⑧本田技研工業
84.3 15. 7 

③三菊自動車工業

@東 洋 I 業

マ商社 (6)

⑬三 菊 商 事

87. 1 9.2 3. 7 ③三 井 物 産
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(単位千円，寄付先は構成比， %) 

主な寄付先

自民党|民社党[新自 F

69，240 86.6 10.9 2.5 

67，240 91.1 8.9 

67，000 94.0 6.0 

66，000 90.9 9. 1 

78，000 96.2 3.8 

77，800 93.8 4.6 1.6 
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43，050 94.5 4.5 1.0 

37，400 98.4 1.6 
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54，500 98.2 1.8 
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90.5 7.4 2. 1 ⑧日本生命保険 56，031 89.1 7.6 3.3 

90.5 7.4 2.1 @第一生命保険 43，398 91. 0 6.2 2.8 

90.6 7.4 2. 1 ⑧野 村 証 券 42，556 100 

88.2 9.2 2.6 @住友生命保険 39，276 89.3 7. 9 2.8 

90.5 7.4 2. 1 @東京海上火災保険 39，080 96.0 4.0 

90.5 7.4 2. 1 ⑫安田火災海上保険 34，690 98.6 1.4 

90.5 7.4 2. 1 マその他 (3)

90.5 7.4 2. 1 ③三菱重工業 78，050 76. 1 22.6 1.3 

91. 1 6.9 2.0 ⑫近畿日本鉄道 40，430 92.6 6.2 1.2 

90.5 7.4 2. 1 @麟 麟 表 酒※ 37，200 88.0 6. 7 2.0 

84.4 9.2 O. 9 o労働組合

81. 3 11. 6 O. 9 | 寄付総額 |社会党|民社党

83.0 16.0 1.0 

86.2 12.8 1.0 総 評 100，000 100 

同 堕 100，000 100 

91. 5 7.3 1.2 

間①国民政治協会，政和協会，新自由主義協会への寄付は自民党，民社党，新自由グラブへのものとみなした

②※はその他への献金があることを示す
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業資本家聞の商品の掛売・掛買の中から商業手

形が発生する。掛売・掛買にまず着目するのは

第 1の方法であり，それには上に述べた困難が

伴うので，結果として出てきた，そして自にみ

える商業手形にまず着目しようというのであ

る。我々が，預金という一種の金融取引をすれ

ば，そこに預金通帳や定期預金証書，小切手，

そして最近ではキャッシュ・カードなどが渡さ

れるが，これはみな取引の生み出した，取引を

媒介する用具である。銀行や郵便局で預金・貯

金をするかわりに，証券会社を通じて，企業や

固にお金を貸せば(これも金融取引である)， 

社債，国債がそれぞれ手渡される。これもみな

用具である。

このような用具そのものに着目する方法は，

用具そのものが無数の取引の結果として生み出

されたもの，つまり取引を凝縮したものであり，

かっそれ自体自にみえるものであるだけに，

第 1の方法に較べて採用されやすいものとなっ

た。我が国のマルグス経済学からの金融論への

アプローチのほとんどは，この用具論からのも

のであるといえる。代表的研究者である故川合

一郎教授の名著『資本と信用』の目次を一覧す

れば，議論の対象が信用貨幣であったことがわ

かるのである。我国でこのような用具論アプロ

ーチが隆盛を極めたのには，さらにもうひとつ

の特殊事情があったようである。それは金融論

(マノレクス経済学者の大半は信用論とし、う名称

を好むようである。その理由については後述す

る)の研究が，その初期の段階においては多く

の場合，貨幣論を専門とする学者によってなさ

れたことによる。信用取引・金融取引によって

ある種の用具が生み出される。その用具自体は

過去のある取引を体現したものであるが，用具

の種類によっては，貨幣の流通手段機能を営

むものとして通用するようになる。いわゆる信

用貨幣となるのである。こうなると，それがど

んな取ヲ|から生まれたかはもはや問題ではな

く，その流通手段としての機能そのもの，それ

が貨幣機能を営むことによって生じる様々な諸

結果などが問題となった。貨幣の機能は言うま

でもなく貨幣論の領域である。ここでは，信用

・金融の領域で生まれた用具が，貨幣論の領域

で動き出す。貨幣論と信用論・金融論は，信用

貨幣によって接合されており(私は，両論を接

続するものは，第 1に蓄蔵貨幣論であると考え

るが， これも後述に したがって貨幣論研究者

が信用論を展開するときには，どうしても用具

論アプローチが主流となったのである。この傾

向に拍車をかけたのが有名な不換銀行券論争で

ある2)。 それは，免換の停止された中央銀行券

の性質をめぐってなされたのだが，とにかく日

本の経済学論争史上空前の参加者をもって争わ

れ，その争点は、貨幣と物価、の問題であり，

明らかに貨幣論の領域に属するものであった

が，そこでの貨幣は不換中央銀行券であった。

そこで，不換中央銀行券を信用貨幣であると主

張する論者も，そうでないとする論者も，とも

に信用貨幣とは何かとし、う共通の問題意識から

信用論・金融論の領域に属する議論をはじめざ

るを得なかった。それは本来，貨幣論の問題を

解明するための金融論・信用論の展開であっ

た。従って，信用論の研究は当然のこととして

信用貨幣の研究であった。しかしこのことは後

にみるように多くの主要な論点を落とすことに

なった。

第3のアプローチは，いわば制度論的アプロ

ーチと呼ぶべきものである。金融は取引であ

り，その取引は用具を生み出すが，やがて取引

を専門にし，用具を専門に取扱う様々な機関・

制度として結晶する。この最後のところに着目

するのが第 3の方法である。 この方法は，第2

の取引よりさらに目によくみえ，それ自体金融

現象の凝縮物であるから，実務家の書いた本な

どにしばしば採用されるようになった。 Lか

し，制度はそれを構成する個々の内容がつめら

れていなければそれは単なる入れ物だけの議論

となってしまうだろう。

以上， 3つのアプローチをみてきたが， ここ

での問題は，どのアプローチを採用してどれを

めこの論争については， w信用論研究入門』信用理
論研究会編，有斐閣，第2章を参照。
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切り捨てるかということではなし♂〉。 どのアプ

ローチも金融の主要な側面の解明に必要だから

である。大事なことは，この 3つのアプローチ

をどう組み立てて，立体的に構成していくかと

いうことである。我々はまず，金融は取引であ

ることに着目し，抽象的な取引モデノレを設定

し，取引そのものの発生の根拠，その経済社会

への意義を明らかにし，ついで取引のいかなる

場合に金融の様々な用具が生み出されるかを

み，そして最後に，制度，機関として結品した

ものをみることにしよう。いわゆる通説との比

較でいえば，我々の接近方法は，取引論的アプ

ローチからはじめ，それに重点をおいたもので

あるといえよう。

2. 金融論の方法

金融論の研究方法に関する問題はまだ片づい

てはいなし、。金融に関する取引に着目するとい

っても，実はそこには様々な取引があるのであ

る。したがって，信用の用具も様々である。既

に述べたように，商業手形，銀行券，社債等々

である。この様々なものを，単に横に並べて個

々説明するだけでよいのなら，金融論という分

野はさして困難ではないのである。商業手形の

定義はこれこれ，銀行券とは何であると，定義

をら列するだけなら，我々は金融用語辞典の主

要項目をみることで目的を果たしうる。しか

し，説明の並列は決して科学ではなし、。

たとえ話をしよう。我々は，今，金融という

名の大河のほとりに立っている。この大河の水

源は貨幣の発生とともにあり，今日まで連綿と

流れ大河となっている。我々はこの川を理解し

ようとする。そのために，現在我々が立ってい

る河畔から網を投げて川の生物を調べてみる。

そこには様々な生物がみつかるであろう。さて，

その生物の個々の特徴を把握したり相互の違い

を見きわめることは，個々の観察さえしっかり

していれば比較的容易であろう。しかし，それ

3)念のために一言。我々は金融論の理論をめざす。
その方法に3つのアプローチがあるというのであ
る。理論とともに，歴史が存在することはし、うま
でもない。

では川の生物を理解したことにはならず，川と

は何かもわからない。我々が知るべきことは，

どの生物からどの生物への発展があり，どれが

古く，どれが新しい，またどの生物とどの生物

が近い関係にあり，どれが遠L、かなどの生物聞

の相互の位置，現在から将来にかけて繁栄する

ものはどれで，亡ぶ傾向にあるものはどれか，

等々である。

我々が，この論文で試みようとしていること

を生物学になぞらえていえば，金融の系統樹を

描こうということである。我々が今日の金融現

象をみているのは，例えていえば，金融という

大きな樹を上から眺めているようなものであ

る。そこからは樹の内部構造はみえない。どの

葉とどの葉がどの小枝に連らなり，小枝はどの

中枝に，中枝はどの幹に，幹は根にという木の

構造は，上からみていても一向にわからないの

である。だから，研究者がまずなすべきこと

は，どこかの葉にとりっき，葉から小枝という

ように順に下りおり根に至る，次にまた別の葉

から出発して，同じことを繰返すことである。

やがて，共通の幹や共通の根を確認することが

できる。そうしたら，今度は根から逆に上に登

ってし、く作業が始まる。幹はどこから大枝に別

かれ，第 lの大枝からまたどこで何本の中校に

というように，最後に葉にたどりつく，こうし

てはじめて我々は，金融の樹を理解したことに

なる。

上の述べた方法は，マノレクスが「経済学批判

序説」の中で論じている下向法と上向法であ

り，経済学一般と同じように金融論においても

下向の過程は既に多くの学者によってなされて

いる。つまり金融の根を確認する作業は既に多

くの成果をあげているのである。私がいまここ

で，金融とは何かというテーマに答えるために

は，根はなんであるということから始めて，つ

いには現実の事象である葉まで，抽象的なもの

から具体的なものへと順に叙述していくことで

ある。

進化論で有名なダーウィンは，生物の進化を
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描くときに自然淘汰を動因，発展の源とした

が，我々の金融現象がその最もシンプノレなもの

から今日の複雑なものへと発展した動因はなん

であろうか。生物にとって自然は外的なもの，

外から来るものであるが，金融の発展を進める

ものは外的なものではありえず，それは金融現

象に内在する何かであり，その何かこそ我々が

資本の論理と呼ぶ，より高い利潤率を求める資

本の欲望なのである。もちろん，資本にこの欲

望をかきたてるものは競争であるから，我々は

静止的な資本主義社会でなく，競争の中で生き

残ろうとする諸資本を念頭において上向に旅に

出ることになる。

第 3節金融の基本規定

1. 金融系統樹の根にあるもの

金融論の対象となりそうな経済取引を分析し

ていくと，それらのすべてに共通なひとつのこ

とが浮び上ってくる。それはいずれの取引も貸

借取引であるということである。我々は銀行に

お金を預金する。これは，預ける，あるいは貯め

るという言葉で表現されているものの，よく考

えてみると，我々が我々のお金を銀行に貸しつ

けているのであり立派な貸借なのである。預か

るのであれば，銀行はこれをしっかりと預かつ

て保有していなければならないが，誰でも知っ

ているように，銀行はこれを又貸ししているの

である。つまり我々は単に預けたのでは決して

なく，銀行が自由な判断で利用することを許し

ているのであり，本当は貸したのである。我々

が，国債や社債を買うときには、買う、という

表現を使うが，満期にはお金が返済されること

から明らかに，これも貸借取引である。国債や

社債は，譲渡可能で、あるという点で借用書一般

とは異るが，それが貸借取引を体現しているも

ので，俗に言われるように売買を体現している

のではないことは明らかである。また銀行の貸

付の際の一手段として手形割引というのがある

が，このときは、割ヲ|、と L、う妙な表現が使用

されるが，これも銀行による貸付，すなわち貸

借取引である。

どうやら，金融取引の系統樹の根，金融の最

も抽象的な，すべての金融現象に共通の要素は

貸借取引であるということである。貸借取引を

信用取引とも言うので，論者によっては金融論

といわずに信用論というのである。また，マノレ

グス経済学者の多数が信用論という題目を使う

のは，後にみるように，商業信用という一見金

融そのもの(お金の貸借)にはみえない信用取

引を，理論の一大ファクターにしているからで

ある。金融論というと，商業信用を軽く見てい

るような印象を与えるので，信用論という題目

を使うのである。

さて，貸借取引・信用取引そのものを少しみ

ることにしょう。貸借は売買と並んで，我々の

経済社会を支える 2大取引であるが，そもそも

売買の他になぜ貸借ということが生じるのであ

ろうか。つまり，金融系統樹の根はそもそもな

ぜあるのかという聞いであり，これは同時に，

根から幹へ，果ては一番上の葉へと発展してい

く原動力を問うことでもあるのである

貸借取引は，世界史上いつでもあったもので

はなく，それは私的所有のある時代に生じるも

のである。私的所有がなく，すべての物が共有

であれば，借りるも貸すもないのは自明であ

る。では，なぜ私的所有社会では売買の他に貸

借が生じるのであろうか。それは，ある物の所有

を続けたい人と，その同じ物を使用したい人が

別々の人間であるということがしばしば生じる

からである。所有は通常は使用の意志を伴って

いるのだが，所有者の使用までに一定の聞があ

るとか，所有者が使用した後にもまだ使用でき

るとか，遺産相続などのように特に使用の意志

の明確でないままに所有することになるとき，

所有者がその物への所有権を持ったまま一時的

に他人の使用に供すると Lづ可能性がでてく

る。他方，使用する場合には所有することを前

提とするのが普通であるが，対象とする物によ

っては，所有するまでもないとか(ほんの一時

的にしか使用しないなどの理由)，所有したく

てもできない(相手が手放さないとか，買うこ
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とができないとかの理由)という場合があり，

ここに借りるということへの動機が生じること

になる。

以上のような，いわば所有と使用との分裂と

いうべき事態を，私的所有制度をそのままに接

合するのが貸借取引である。この取引の発生自

体の誘因は取引に参加する個々人の中にそれぞ

れあるのであるが，同時にそれは物の有効利用

とL、う社会的なメリットに合致するので，共同

体の慣習，さらに国家の法律によって一定の保

護を受ける経済行為へと発展するのである。

2. 貸借取引・信用取引に適するもの

すべての物が売買の対象とはならないのと同

様に，すべての物が貸借の対象となるのではな

い。貸借の対象となるにはいかなる条件が必要

カミ。

第1の条件は代替性である。世界にいくつも

ないもの，そういうものは貸借に適さなL、。借

りる以上は，それを使用しようとして借りるの

だから，使用についての自由がなければならな

い。代替性が高ければ，借入したその物でなく

とも，同質問種の他の物で返済できるのである

から，それだけ使用の自由は拡大する。逆に，

最初に述べた稀少なもの，個性的なものなど

は，この条件に合わず，なかなか貸借の対象に

はなりにくいのである。

第2の条件は，借り手の使用中に変質したり

こわれたりしにくいもの， ということである。

第3の条件は，買えないもの，逆にいえば売れ

ないもの，要するに売買に不向きなものであ

る。荷品経済が発展し，商品種類が飛躍的に増

加してくると，我々の身のまわりのものでおよ

そ買えないものは少なくなってくる。そして買

えるものは借りる必要はなし、。しかし，ほんの

一時的にしか使用しないことがわかっているも

の(典型的なのは花嫁衣装であるに つまり使

用者側からみて買いたくないもの(メンテナン

ス技術が高度で、手におえないものに逆に所有

者側からみて所有権を手放したくないもの(秘

密の技術が隠されており分解などされると困る

もの)など，発展した商品経済においても売買

でなく貸借しか成立しない一群の物もあるので

ある。今日の日ース産業の扱っている物品は，

だいたい以上のような性質を有するものであ

る。

さて以上の 3つの条件を完全に満たすという

物が我々の世界にひとつだけある。それは貨幣

である。第 1に貨幣の代替性は完全である。早

い話が，自分の貸した一万円札のナンバーを控

えておいて，同じ一万円札の返却を要求するの

はナンセンスである。新しい一万円を借りて，

多少古くなった一万円札を返しでも特に問題は

なかろう。貨幣は貨幣として無差別であり，と

にかく一万円を期限までに返せばよいのであ

り，借金の期間中の自由は完全である。以上の

ことは，一万円札でなく金貨であってもまった

く同様にあてはまる。貨幣というものが，諸商

品の使用価値=諸商品の偲性を抹消したもので

あるという元来の性質を持つからである。さら

に，金貨から紙幣へと進むと，貨幣は象徴的な

存在となる。つまり，貨幣の素材と貨幣が示し

ている金額との分離が完成するのであり，そう

なると第2の条件である損傷しないということ

も完全となる。一万円札は汚れても，それが表

示する一万円という額は汚れたり傷ついたりし

ないのである。貨幣は買うことはできないし，

そうすることは無意味である。古銭を買うとい

うのは，古銭とし、う商品を(骨董品の一種)を

買っているのであり，貨幣を買っているのでは

i:r.し、。

このように，貨幣だけが貸借の対象物たる条

件を完全に満たしているために，貨幣の貸借は

著しく発展しえたし，貸借といえば貨幣の貸借

のこと，すなわち金融ということになったので

ある。大学の講義名や，様々なテキストの表題

が，金融論であれ信用論であれ，そこで取扱わ

れているのはすべて貨幣の貸借である。貨幣の

貸借は，我々の経済社会で一般的現象となり，

そのことは上部構造に反映して，法体系の中に

物権とは区分された債権が確立するのである。
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貨幣の貸借は，私的所有社会で貨幣さえあれ

ば発生するのであるが，それが最も繁栄するの

は我々の資本主義社会であり，我々の対象もこ

こにある。そこで，我々が本論に入るまえに考

えるべきことは，資本主義社会ではなぜ他の資

本家の所有物をあえて使用するのか，またなぜ

それを許すのか，すなわち貸し手と借り手の動

機がどこから出てくるのか，ということであ

る。この動機についての詳しい説明は各編に譲

るとして，ここでは本研究の構成の理由を示す

上で必要な限りふれておくことにしよう。

信用取引を推進する資本の動機は何か，それ

は，競争戦に勝ち抜こうとする個々の資本の傾

向である。そして競争戦は個別利潤率の上昇を

めぐって行われるのであるo さて利潤率をZ
(Cは投下資本量，Pは利潤量)で表現するとす

れば，これを高める方法は Pを増加させるか C

を縮小するかのいずれかである。そして，我々

の対象とする信用取引も，Pの増加ということ

にふれるか， Cの縮小ということにふれるかに

よって大きく 2大分類されうるのである。本研

究では第 1編で，主に C の縮小に貢献するこ

とで利潤率の上昇を実現する信用形態を， 第 2

編では P の増大に貢献することで利潤率を上

昇させる信用形態を述べることにする。

資本の目ざすことは利潤率の上昇ひとつであ

るが，それを実現する方法が2通りあるために，

そのためのひとつの主要な手段である信用取引

も 2つに分けて論じなければならなし、の。

4)信用の基本規定に関する従来の見解について簡単
に補足しておきたい。

『資本と信用』段階での川合教授は，資本のめ

ざすものを包流通空費の削減，すなわち貨幣を節
約しようとする傾向，②私的所有と経営規模の拡
大，に求められ，①→商業信用=商業手形→銀行

信用=銀行券(商業手形の割引による銀行券の発

生〉と，cg:→資本信用→株式会社という基本的な

シェーマを示された。このシェーマは，①の部分

でミ貨幣の節約ミという社会的，総資本的観点か

らはじめて言えること，いわば結果として言える

ことを前面に出しすぎたという難点を持つもの

の，我国の金融論研究の大枠を決めるものとして

長く君臨したのである。

第 1編商業信用

資本は，貨幣資本，商品資本，生産資本のい

ずれかの形態で存在する。諸資本聞の競争とと

もに，資本の集中傾向が生じるが，我々の対象

とする信用取引は，資本の集中の重要な手段で

もある。本編で取扱うのは，利潤率の上昇を投

下資本 C の節約によって達成する形態である

と同時に，それを資本の集中という観点からみ

れば，他の資本家の所有する商品資本の利用の

形態でもある。

我々は，本編で扱う信用形態を商業信用と呼

ぶ。それは，商品の売買過程(商業過程)にお

いて生じることから来る呼び名である。 A と

いう人物が B という他の人物から WB とい

う商品を受け取るが，代金は後に支払うという

取引，俗に掛売り・掛買いと呼ばれる取引であ

る。ここでの矛盾は，A は WB を使用したい

が，それを購買・所有するための貨幣は後にな

その後マルクスの『経済学批判要綱』の研究が

進展し，その中に日本の金融論研究者にとっては
有名になった次の文章が注目されるようになっ

た。
「資本の必然的傾向は，流通時間を持たない流

通であり，そしてこの傾向は信用と資本の信用機
構との基本規定である。他方では信用は，そのう

えに，資本が自己を個別資本から区別して措定し

ようとつとめる，すなわちその量的制限から区別
された資本としての個別資本を措定しようとつと

める形態でもあるJ(高木幸二郎監訳『経済学批

判要綱~III 大月書庖， pp. 608-9) 
上の引用文を普通の言葉に直すと，資本が信用

によってめざすものはふたつあり，ひとつは流通

時間をゼロにするということ，他のひとつは私的

所有の制限をこえて生産規模を拡大することであ
る，ということになるo W要綱』に関する研究は，

川合教授の総資本観点を修正し，個別資本観点を
強調するとし、う貢献をなしたが 2本立の川合シ

ェーマそのものはむしろ強化されることになっ

た。ある論者は第 1の道を，他の論者は第2の道

をというように，お互の統ーをめざしつつも 2元
的な論理展開がなされた。またこの過程で， ヒノレ

ファディングの資本信用とし、う用語が，彼の体系

そのものが批判されるのとは裏腹に使われ定着す

ることになった。

私が本研究でめざすことは，資本主義的信用を

二元論的に説明することなしひとつの論理で統
一的に説明することである。
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らなければ手に入らず現在はもっていないとい

うことであり，商業信用はこれを解決する形態

である。商業信用も明らかに所有と使用の分裂

を埋めるという意味で信用取引のー形態であ

る。注意すべきは，商業信用は外観上はお金の

貸借にみえない面があるということである。し

かし，それに惑わされてはならなし、。確かに取

引発生時に引き渡されるのは商品 WB である

が，それは将来のある時点までには貨幣になる

ものとして渡されるのであり，さらに言えば，

、将来の貨幣、を貸しつけているのであって，

それは明らかに金融なのである。ただ，貨幣の

貸借でも，将来の貨幣であるために利子の発生

という問題がここには生じないのである。いう

までもなく，平均利潤を生み出す能力という貨

幣の第2の使用価値は，現実の貨幣にのみ云々

できるからである。資本の循環は貨幣 G から

はじまるのであるから当然である。

本編では商業信用を扱うが，商業信用の原型

は，単純商品生産社会においてみられる掛売

り・掛買い取引である。商業信用は，この掛売

り・掛買い取引を，資本が自己の目的の達成す

るために取り込み，制度として確立したもので

ある。

第 1章単純商品生産社会における掛売り・

掛買い取引。商業信用の原型

最初に，考察のためのモデノレを設定しておこ

う。単純商品生産者(自己の労働力と生産手段

所有とが結合している状態にある者)が自らの

商品 WA を売って，その代金 G で他の単純商

品生産者の商品 WB を購入し生活している。

つまり WA-G，つづいて G-WB である。

商品生産社会の特徴は，他人の欲望をあてに

して生産するということである。他人の欲望は

コントローノレで、きない(強制的に売ることはで

きない。ただ宣伝によって買いたいように仕向

けることだけであるにゆえに売り手と買い手

の聞には，次の 2つの面で食い違いが必然的で

ある。つまり，商品の量と，時間である。供給

量と需要量の食い違いは，労働の社会的配分の

不均衡を示すが，これは商品経済社会では価格

運動を通じて調整される。

生産した時と，消費する時がずれるのも，各

個人がバラバラに生産し消費する社会では避け

ることができない。生産したけれども，需要は

遅れて生じると L、う事態が時折り生ずることは

避けえなし、。我々のモデノレで、いえば，Aは WA

を作ったが，その買い手が遅れて市場に登場し

てくることを阻止できなし、。これは A にとっ

て深刻な問題となる。なぜ、なら，Aはいま WB

を手に入れて彼の生産を続けなければならない

からである。彼の生産は彼が単純商品生産者で

ある限り，生きるために必要なのである。つまり

A は，WA-Gの前に G-WB をしなければな

らないが，G はまだ彼の手に入っていなし、。 A

にとっての矛盾は， Gがない，所有していない

が， Gを使用したいということであり，それは

信用取引を生み出す基本要件であった。ただ A

は G を所有していなくても WA という商品

は所有している。この点が決定的なのだが，こ

の WA を所有していることを利用する型で，

ここに独得な信用取引が成立する。つまり A

は，現時点 (4月1日とする)で WB を受けと

り，その代金は将来の一定日(例えば5月1日

とする)に支払うとL、う約束をする。この約束

の信頼の根拠は，Aが白分の商品 WA を少な

くとも 5月1日までには売るということであ

り，Bがそれを信用することである。ここに売

買とは異なる取引，信用取引が成立し，Aは債務

者となり B は債権者となる(物権から債権の

分離)。 また， ついでに言えば， 5月1日に A

が B に貨幣を支払うのは， 商品流通を媒介す

るためではなく，債務を決済するためであり，

ここに貨幣の新しい機能として支払手段機能が

成立するのである九

以上のような掛売り・掛買い取引は，全社会

的にみれば資源の効率利用を進めるものであ

り，社会の経済的発展に貢献するものなのであ

るが， この取引自体は A と B という 2人の

5)マルクス『資本論』第 1巻 3章-b，大月版 p.

176以下を参照。
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個別資本家の間で生じるのであり，彼らにそう

するのが彼らの所属する社会のためであるとい

うことを教えるものは誰もいないし，またそん

なことでは彼らは動き出さないのである。あく

までも，彼らがこの取引に参加する個人的な動

機，しかも彼らの単純商品生産者とし、う経済的

性格から一般的に説明しうる動機が明らかにさ

れなければならなし、。これは，掛売・掛買取引

の発生の現実性を示すことである。

この取引に参加する際の A のメリットは説

明不用である。 Aは自分の生活を維持するため

に必要なのである。問題は B のメリットであ

る。そこで，Bがこの取引に参加するための条

件をまずみておくことにしよう。

およそ，貸借取引・信用取引に貸し手が参加

する際の第 1条件は、返済が確実、であること

である。さて我々の設定したモデルで、はこの確

実性は何によって支えられているのか。

それは次の 2つの要素である。

(イ) A が完成した商品 W..を所有してい

ること。

(ロ) WA の販売が一定の範囲内で予知しう

ること。

(イ)の条件は重大である。要するに手ぷらの

状態では掛買いはできないということである。

たとえば WB を掛売りしてもらって， これを

生産的に消費して WA を作り， それを売って

返済すると L寸関係は，すで7こ生産過程が入っ

ており ，A は G-WB-P-WA-Gの WBを

借入したことになり，我々がここで考察してい

るのとは別の信用形態である。この関係の意味

するのは，Aは資本を借入したのであり，Bは

A の WA の販売を信頼する以前に A の WA

の生産をも信頼しているのである。

A が商人の場合は WA は存在しないが， こ

こで成立するのは商業信用である。商人は生産

者の分身であり WB は WA とイコールだから

である。商業資本と商業信用については後述す

る。

(ロ)について。一般的にいって，Bが A の

商品 W-" の予測しうる範囲の未来の販売を信

頼できるのはし、かなる場合か。 それは， A と

Bが既に何回かの取引を持ち，その経験をもと

に WA とL、う商品が通常の場合は売れること

を B が認識しうる場合である。逆にいえば，

(ロ)の条件は，掛売り・掛買いはいわゆるフリ

の関係にある両者には成立しにくいことを示し

ており，つまり通常の取引仲間の間で一般的に

成立する取引なのである。

以上のふたつの条件が満たされれば，Bは貸

し手と Lて取引に参加Lうるが， その際 B に

とっての積極的なメリットは何か。この問題に

は3章で詳しくふれるので，ここでは簡単に済

ませておこう。商品経済であるから，できあが

った商品はそれが売れるまでに一定の期聞を要

する。いわゆる販売期間である。つまり B は

いずれにしろ貨幣をすぐに得ることはできない

のであって，現金売りをめざしても，掛売りで商

品を渡して後で現金を回収しでも一定期間後で

ある。要するに，Bにとって違うのは，商品を

前渡しするかどうかであり ，Bのメリットの議

論は商品の前渡しのメリットに帰着する。商品

を前渡しするということは，まず価格が確定す

ることを含み，次に誰が買うかわからない状態

からとにかくも買い手が確定することを意味し

ている。買い手がみつかり，価格がつくという

ことは，商品の実現、命がけの飛躍、の幾分か

をなしたものであり，それは商品生産者にとっ

て一応のメリットと考えることができる。しか

し，買い手がみつかり，価格が決っても，実際

に A が払ってくれなければすべては無意味で

ある。特に，上で述べたメリットは，社会の中

で債権というものが充分に保護されるという条

件があってはじめて言えることであるの。

第2章商業信用の発生

商業信用とは，前章でみた単純商品流通にお

いて発生する掛売り・掛買い取引を資本主義が

自らのうちに取り込んだ信用取引のことであ

6)白木の民法 (1896年制定〉では債権は第3編にあ
り，民法を支える主要なものである。
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り，別の表現をすれば，競争下にある資本家を

取引の主体とする掛売り・掛買い取引である。

日本の学会の現状をみると，マノレクスの金融

論が未完に終ったこともあって，実に様々な金

融論があるが，それらの違いの源は商業信用の

理解にある。そしてまた商業信用の理解の違い

の原因は，各論者が商業信用を考える際にそれ

ぞれ異なった舞台装置を念頭においていること

によるのである。だから，商業信用を考える場

合には，慎重に，合理的な舞台を設定しておく

必要がある。

我々は，次のような 3つの基本要件を満たす

舞台を考えておこう。

① 取引は2人の間で生じるから 2人の資

本家 A，B を想定しておく。

② この 2人の資本家は，単なる商品生産者

ではなく， 常に利潤率の上昇をめぐって，A

は A 群の他の資本家達と ，B は B群の資

本家達と競争関係にあるものとする。

③ 信用取引・貸借取引がなくとも，資本が

生産を続けるだけなら支障はないとし、う情況

から出発する。

以上であるが少し説明しておこう。①は通説

とのひとつの相違をなす。通説は用具論的アプ

ローチを用い商業信用を最初から商業手形論と

して説明するために，どうしても最初から 3人

以上の人物を設定をすることになる。つまり，A

が手形を振り出し，Bが裏書きし， Cが受け取

るというようにである。しかし，この設定で出

発すると，商業信用がし、かなる取引であるかと

いうことが充分に吟味されず，加えて商業信用

取引のし、かなる場合に手形が発生するかという

重大問題が欠落してしまうのである。②につい

ては，信用論・金融論は常に競争論とともに論

ずべきであるという，マルクスの経済学研究プ

ランに示された示唆を生かすための前提であ

る。③は一見奇妙に聞えるかもしれないが重要

なことである。ある事象の発生の必然性を説明

するのに，そのある事がないとどうしても困る

ような情況を設定するのは論理的に間違ってい

る。信用取引がなければ資本の運動そのものが

直ちに行きづまってしまうような情況を事前に

設定しておいて，、だから信用取引は発生する、

と説明するのは，明らかに説明になっていない

のである。この自明のことが実は案外守られて

いないのである。諸資本は，まず信用取引なし

で運動しており，そこに②の前提である競争が

持ち込まれることによって，どうしても競争戦

に勝ち抜くために信用取引に訴えていくという

ように論を進めるべきである。以上の基本要件

を前提に，我々は次のようなモデノレから出発し

よう。

A，B2人の資本家が，それぞれ WA，WB を

生産し，A は WB を原料として WA を生産す

る。

第 1節借り手の事情

いま資本家 A は， 自分の工場を動かすのに

毎週 100万円ずつ投下し，生産期間は 5週間と

する。単純再生産(剰余価値は資本家が消費)，

購買期間(貨幣 G から生産手段 Pmおよび労

働力 A への転換に要する時間)はゼロとす

る。

くモデノレ 1)

6週日に5週間の生産過程をくぐり抜けた 1

単位の WA (100万+10万(剰余価値部分)， 

ただしこの 10万は W'-G'のあと資本家によ

って全額消費される…単純再生産の想定)が工

場の外に出るが，これがただちに販売され，

WA-Gそして第2回目の第 1週分として再投

下される。第 8週自に入ったところでは次のよ

うになっている。

p p 
1-4 1-5 

第2回目の生産の

第 1，2， 3工程が

行われていること

を示す。

第 1回目の生産の第

←14， 5工程が行われて

いることを示す。

p p p 
2-1 2-2 2-3 

1Eは第 1回目の生産の第4工程に生産資本

P が1単位あることを示す。以上がモデノレ Iで

ある。
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このモデノレは， 第6週自に WA がすぐ売れ

ることを前提にしているが，商品生産には版売

期聞は必然であり，注文生産でもない限り避け

て通ることのできないものである。

資本主義は商品経済の最も発展した姿であ

る。商品生産は他人の欲望をあてにして生産す

るのであるから，自己の商品がそれへの消費欲

望を持つ誰かとめぐり会うまでにある程度の時

を要することは必然である。それはまた商品経

済特有の矛盾でもあるのである。資本主義は最

高に発展した商品経済であるから，そこでは商

品経済の矛盾も最高に発展している。しかし，

販売期間は生産ではなく従って剰余価値を生ま

ないから，資本にとっての死重であり，これを

短縮しようとする様々な努力がなされることに

なる。例えば，既にふれた注文生産とか，流通

合理化とか，そしてマーケッッティングとかし、

う試みなのである。誤解を避けるために一言し

ておけば，第 l編で私が扱う信用は決して販売

期間そのものを短縮するものではない。販売期

間の短縮は商業に関する様々な技術に負うとこ

ろが大きいのである。

話を元に戻して，モデノレ Iは，販売期間とい

う必然的なものを想定からはずしているという

点では不合理なモデノレである。では，不合理な

ものをなぜ最初に掲げたかというと， モデノレ I

が一面では資本の理想型を示しているからであ

る。モデノレ Iでは，資本家 A がつぎこんだ貨

幣は無駄なくいつも P の状態， つまり剰余価

値を生む状態にあるからである。

くモデノレ II>

必然的である販売期間η を想定したのがモデ

ル IIである。販売期聞は，商品が他人の欲望

の資本の回転期聞は，生産期間十流通期間であるが
具体的にはもっと複雑で，次のようなモデルが考

えられる。
原料の選定・仕入・…運輸…...原料在庫…・・・生産
……商品在庫……運輸……本来の販売期間。ここ
で問題にしているのは本来の販売期間である。以

上の様々な期聞を短縮しようとして資本は様々な
努力をする。生産期間の短縮は生産技術の革新，
運輸期間の短縮は輸送手段の発展，工場立地の改

に出合うために要する期間である。こういうと

販売期間というのはまったく不確定のように聞

えてしまうが実はそうで、はなし、。商品の種類，

景気の情況，が与えられれば，一定の予測が立て

られうるものなのである。予測にすぎず確定は

できないが，特に景気変動のような生産外的な

条件に異変のない限り一定の範囲をいうことが

できるのであるめ。 我々はいま，そうして予測

された販売期間を 3週間と L，投下資本は Iと

変わらず毎週 100万の計 500万としてみよう。

今度は6週日に工場から出る WA はただちに売

れないで3週間の在庫となるから第8週目の様

子は次のようになる。

p p 

WA WA WA 
1-1 1-2 1-3 

生産工程は，第 1回目の生産の 4および5工

程のみ稼動しており 1-3工程は遊休してい

る。商品在庫は3週分あり， kft土第1回目の生

産物で3週自に入った在庫ということを示して

いる。必然的であるべき販売期聞をモデルIに

そのまま導入すると IIになるのだが， もはや

明らかなようにモデノレ IIは資本家 A にとっ

て大変な問題を生み出している。つまりフル操

業ではなく，工場のいくつかの工程が遊んでし

善，通信手段の発展，仕入や在庫期間の短縮はマ
ネジメントの問題で，すばやく良い物を仕入れ，
原料についても製品についても過剰在庫を避ける
のは資本家の腕のみせどころである。そして資本
家の努力では，どうしても短縮に限度のあるもの
がここでし寸本来の販売期間である。販売期間は
短縮できないが短縮したのと同じ効果をもたらす
のがここで考える信用取引である。

8)この点については大内力教授が巧みに説明されて
いる。

「しかし，それが不確定であるということと，そ
れに何らの基準もないということとは別のことで
ある。個別資本としては流通期間について一定の
見通しをもち，それに対応して流通資本を用意す
ることなしには，およそ経営なるものは成り立た
ない。もちろんその見通しは多分に主観的なもの
であろうが，同時に経験と慣習とにもとづいて，
ある程度の確実性をもっているであろう。J(大内
力， w大内力経済学体系』第3巻 経済原論(下)
東京大学出版会 1982年 p.621) 
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まうのである。 フル操業で、ないことは Pがふ

たつしかないことで示されているが，そのこと

は剰余価値生産が一時的に 5/2の規模にまで縮

小してしまうこと，つまり利潤率の式のzの

分子の減少を示す。また，固定資本の存在を考

えれば，明らかに 5/3の機械は休止しているこ

とになり，それは不必要な C を抱えているこ

とを意味する。 Cが大きく ，Pが少ないという

のは資本家にとっては最悪のケースであり，競

争下にある A にとってはなんとしても避けな

ければならないのである。そのためには，何を

すればよいか。 Pがふたつになってしまったの

は，第6週から第8週にかけての資本投下をL

なかった， できなかったからである。資本が

500万しかなかったからである。解決方法は明

らかで，商品が在庫している期間中も投資を続

ける，そのためにあと 300万円を用意すればよ

いのである。それがモテ、ル IIIである。

くモデノレ III)

投下資本を 3週間分 300万円をふやして，計

800万円を用意したとすると第 8週目には次の

ようになる。

p p 

w w w 

p p p 
2-12-2 2-3 

←第 1回目の生産

←第 1回目の在庫

←第 2回目の生産

これによって操業の連続は維持され，固定資

本の休止はさけられ，また労働力を工程ごとに

専門化して配置する場合などは労働力の遊びも

避けられる。利潤の増加は Cの増加をともな

ったものであるから，率はこの点に限っては同

じであるが，モデノレ IIのように周期的にでは

あっても投下した Cが働かない，つまり余計に

持っているということは避けられるのである。

諸説では 500万と 800万との差を，、追加資

本、と呼んだり、流通資本、と呼んだりしてし、

るが，呼び名としてはいずれも適当ではなし、。

追加というより，この部分は A が資本家であ

るためには最初から必要なのである。資本の不

足から工場をしばしば休止する資本家は不況下

以外には想定しえなし、。我々は景気楯環にはふ

れていないが，ということは中位にある景況の

もとでモデノレを作っているのである。また、流

通資本、とし、う呼び名も，この 300万は実際に

は生産過程に投下され，一度投下されれば購買

期聞を想定しないなら再び流通外に出ることは

ないのであるから，適当とはいえなし、。なんと言

えばよし、かはともかしそれが投下される資本

であることを認識しておくことが肝要で、ある。

〈モデ、ル IV)

実はモデノレ IIIでもまだ現実の資本のモデノレ

として充分で、はないのである。販売期聞は，商

品が他人の欲望と出合うために必要な時間で、あ

る。これは，一定の範囲内での予測を可能とす

るものの，外的な条件いかんで予測の範囲を超

えることもありうる。また WB の価格も A の

予想通りになるとは眠らない。それは A が決

めるものではなく ，A 群と B群との聞の需給

によるからである。販売期聞が通常より仲ぴた

り，仕入の価格が高くなった場合でも，資本家

は生産を続けようとする。固定資本が大きくな

り，工程ごとの労働の特化が進んでいればいる

程，この傾向は強し、。鉄鋼業で、は一度高炉の火

を消すと再点火には巨額の費用がかかる。これ

などは典型的な例であろう。資本主義経済は無

計画経済であり，そこでは変動することがし、ゎ

ば常態なのであるから，その変動のたびにいち

いち生産をストップさせていたのでは資本家と

して生き残ることはできないのである。そこで

，多少の変動に耐えて企業活動を続けるために

は，ある程度の予備の貨幣を持っている必要が

ある。これを準備金と呼んでおこう。準備金の

大きさには自ずと限界がある。これを大きくす

ることは安心を大きくするが，利潤率計算の分

母も大きくすることであり， しかも準備金は分

子(利潤)の増大には決して貢献しないのであ

るから，肝心の利潤率には悪い影響がでるので

ある。 10年に一度くらいしか生じないことの

ために常日頃から一定額の貨幣を用意しておく
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くらいなら，その一時だけ生産を休んだほうが

得であろう。準備金は，資本主義経済の日常的

変動(恐慌などは除く)に処する範囲で保有さ

れるものであり，自然災害などの経済外のハプ

ニングに対しては，資本は保険制度という別の

システムを作り出すのである。どのくらいの準

備金が必要で、あるかということは，販売期間の

想定と同じように， 日常の経験が資本家に教え

るのである。いま我々のモデノレで， 準備金を

200万としよう。モデノレ IVの第8週日は次の

ようである。

p p t GG 
1-4 1-5 

www  
1-1 1-2 1-3 

p p p 
2-1 2-2 2-3 

準備金は，通常の場合は常に生産の外にある

というのが肝心な点で， これはマノレクスが規定

している蓄蔵貨幣の第 1形態とは異なるもので

あるの。

さてモデル IVはモデノレ IIの欠陥を埋め，

生産の連続性を達成し，その限りでは剰余価値

生産の基本条件を満たしているが，モデル Iの

販売時間ゼ、ロの状態に較べて劣っている。しか

し販売期聞は資本家 A にとっては， いかん

ともしがたい事であり，顧客に強制的に売るこ

9)マルグスはこの準備金について『資本論』第2巻
2章4節の準備金と題する節で述べている。 ここ
で、重要なのは本文で、述べたように， Iこのような
準備金としての蓄積財源は，循環 P…Pで考察さ
れた購買・支払手段の財源」とは違う，すなわち
『資本論~ 3巻19章で述べる蓄蔵貨幣の第 1形態
と区分されるものであるということである。また
大内教授は，おそらくここでの準備金と同じもの
を「予備の予備資本J(~信用と銀行資本~ p.19) 

と呼んでいる。しかし教授の立論の中にそれは生
かされていないのである。『資本論』の 3巻では，
この準備金は手形の不渡りに備えるものとして措
定されている。
「還流の見込みを別とすれば， 支払は， ただ，

手形振出入が還流の遅れたときに自分の債務を履
行するために処分できる準備資本によってのみ，
可能になることができる。J(~資本論』第 3 巻 30
章，大月版 p.614) 

とは出来ない以上，彼はできるだけ早く庖に並

べてあとは待つより他にない。資本家 A にと

っての問題は，なんとかモデノレ 1(理想型)と

同じ情況を作れないかということである。モデ

ノレ Iとモデノレ IVを較べてみよう。

モデノレ I モデル IV

pp  pp  t GG 

p p p  www  
p p p 

一見，モデノレ IVに余計なものはふたつの G

のようにもみえるが，既に説明したように，準

備金は円滑な生産の連続のために不可欠であ

る。他の違いは，W の3つの存在である。モデ

/レ Iでは，第 6週目 tこえ .WA-G，すなわち

生産資本 Pが商品として完成し WA，それが

ただちに売れ (G)，そして時を移さず G-WB

.p，すなわち WBの購買，生産資本への転化

が行われるために W はモデノレ上から消えて

Lまうのであるが， モデノレ IV では Wが在

庫し，結果として W とPが併存することにな

る。このことは A 個人にとっては，第6週目

には一定の価値額を持ちながら (WAの所有)， 

それが貨幣形態でないために，別に貨幣を用意

しなければならない，つまり資本を 2重に持た

なければならないことになるのである。モデル

IVの抱える矛盾は次のようである。

生産の連続性の維持(利潤生産の円滑性)の

ためには貨幣が余計に必要となる。しかしその

貨幣を用意すると 5の C の増大となり， こ

れは利潤率の低下要因となる。

これに対して理想型であるモデ、ル I をみる

と，追加の貨幣なくして IVとまったく同じ情

況を実現している。つまり IVの矛盾の解決方

法は，追加の貨幣を自分では支出しないで，第

6週自に WBを手に入れることである。貨幣を

所有しないで貨幣を使用する，あるいは貨幣を

使用したのと同じ状態を得ることである。ここ

には，所有と使用の分裂を克服する必要があり，
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信用取引の発生の要因があるのである。 しか

も，第 1章の場合とは違って，利潤率の上昇と

いう資本家の動機が信用取引を生み出す推進力

となっている。

A はいかなる信用取引をすることができる

か。彼の選択は2通りである。第 1の方法は第

3者から貨幣を借入することである。借入資金

は利潤率の分母に算入されない。この借入は，

通常，商品担保貸付の形態を採るが，これ自体

は本研究の第2編で述べる信用形態に属する。

第2の方法こそ，本編の対象をなすものである。

ここで資本家 A は， 彼が資本家としてこの

世に登場する前から，商品経済社会において行

われていた掛売り・掛買い取引を利用するので

ある。彼からみれば掛買いをするのである。掛

買いを可能とする条件は，自らが売れる商品を

持っていることであるが，彼はこの条件を満た

している。モデル IIの6週目から掛買いが行

われると第8週目には次のようになる。

p p 
1-4 1-5 

w w 弥r
1-1 1-2 1-3 

p p p 
2-1 2-2 2-3 

(
↑
防
)

9週自にはzが売れ， その代金 G で第 6

週目の掛買いを決済する，以後毎週間じことが

連続することになる。これによって，Aは資本

を500万+200万(準備金)計 700万でもって，

信用取引を導入しなければ 1，000万を必要とす

る生産を維持しうるのである。以下に，商業信

用の受け手のメリットをまとめておこう。

① 資本の 2重の存在，ひとつは商品資本，他

のひとつは生産資本として，を避けることがで

きる。つまり生産規模を縮小することなく投下

資本を節約し，その結果，利潤率の上昇を実現

する。

② P は5つあり， 工程も 1~5 がきちんと操

業しているので，固定資本等の無駄がない。

③ 信用取引をしなかった以前に較べて 300万

円が余計になる。確認しておくべきは，ここで

節約されたのは，販売期間という時間ではな

しそれに見合う投下資本の一部である。 Aは

この 300万を活用しうる。その方法は様々であ

り，それは第2編の対象である。というのはこ

の300万円は一度は蓄蔵貨幣として流通の外に

出るからである。そしてこの種の蓄蔵貨幣は，

現金取引をモットーにしている資本家が信用取

引(この場合は掛買し、)を導入するときにはい

つでも生じるものである。

④ 第2回目の生産資本に転化する WB の所

有権が法律的にどうあろうとも，A は WB を

使ってしまい自由に原料として手を加えてしま

うのであるから，Aの生産過程に B の支配権

が WB を通じて入り込むということはありえ

ない。つまり商業信用では，借り手に貸し手の

支配が及ぶということは原則的にはありえない

のである。このことは，次編で述べる信用形態

とのひとつの重大な相違をなす。そして支配権

(資本は所有に基づき，所有は支配である)に

ふれるところがないということは，この信用形

態が資本主義のごく初期から充分に発展するこ

とを説明している。また支配問題がないという

ことは，この取引が実は信用取引，貸借であり

ながら売買の外観を備えることにも現われてい

る。俗に，掛で買った，売ったといい，信用で

買った売った，というのである。

⑤ 商業信用における借り手の資本節約メリヲ

トは，販売期聞が長い資本程大きいことにな

る。従って商業のように生産期間はなく，運

輸，保管，販売などがそのすべてである資本に

とっては，商業信用への欲求は極めて高くな

る。歴史は，商業信用が産業資本家同士ではな

く，商人達の聞でまず発展したことを物語って

いる。ここでひとつ補足しておこう。

商業の発展とともに信用取引が発展したこと

の理由を，商業の介入によって取引量が数倍化

するがそれを媒介する貨幣量は一挙にはふえな

いのでそこで商業信用が発生するというように

説明する場合がある。マルクスにもこのような
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言及があるが，これは私には因果関係を逆にし

た議論に見える。ここで必要貨幣量といってい

るのは流通手段のことであるが，それの恒常的

不足は紙幣によっても補われるのであり，また

たとえ一時的に商業信用でまかなっても流通手

段の供給が追いついたときには，この論法でい

くと商業信用は不必要になることになる。明ら

かに，コイン不足が商業信用を生み出すという

議論は俗論である。商業信用は，あくまでも各

資本家の利潤率上昇への欲求によって成立し，

商業の場合にはそれが特に強く働き，結果とし

て貨幣不足が補われるのである。

我々はまだ借り手のメリットを明らかにした

だけである。次は貨し手について考えよう。

第2節貸し手の事情

貸し手 B について考えるのが本節の課題で

ある。 B も A と同時に生産を開始し，生産期

間が5週間であったとする。 A との関係で B

の選択すべきことは，第 6週のはじめに掛売り

で WB を A に渡すか，それとも現金売りをめ

ざすかである。しかし現金売りの場合，BはB

群の資本家と競争しながら A 群の資本家に売

り込みを計るのであるから，結局のところ一定

の販売期聞は必要となってくる。それを 3週間

としておこう。 そうすると Bは3週間の販

売期間に見合う追加の投下資本を最初から用意

していると考之るのが妥当である。 これを，B

は第 6週のはじめに現金売りできるのに，わざ

わざ3週間の期限の掛売りを A のためにして

やるというように想定する(例えば大内力 教

授10)) のは，商品生産社会に必然的な販売期聞

をこの場合だけ無視することになり無理があ

る。 この想定でいくと Bは本来必要のない

3週間分の文字通りの意味での、追加資本、を，

Aに掛売りしたばかりに余計に用意するという

10) 1"さて，第2の条件は，さきにも示唆したように，
売手の側に支払を猶予してやるだけの資金的余裕
のあることであるJ(大内カ『大内力経済学大系』
第3巻 p.620) しかし教授もすぐあとで言って
いるように，現金取引の場合でも販売期聞は必要

なのである。

ことになる。この論法をさらに進めると，Bは

自分に余裕資金があるから掛売りがしてやれ

た，さらに進んで Bは自分の余裕資金を A

に一度貸し付けて A はその貨幣で WB を買

った。つまり貸した貨幣で白分の商品を買わせ

た，という説明に至るのである。この論法は，

ヒノレファディングにもその片鱗を見ることがで

き11) いきつく先は，商業信用も貨幣信用の一

種であり，商業信用にも利子を認める主張，

、商業信用利子説、なのである。

しかし，明らかに，この論法は商業信用の発

生を考えるための設定自体が誤っているのであ

る。自分の作った商品が，工場から出たとたん

に売れてしまうと想定して，全然、追加資本、

を持たないで生産に入る資本家を考えてよいの

かという極めて素朴な問題なのである。販売期

聞を無視し，なくてよいのだと考えた貨幣が，

信用を与える時には必要となり，この貨幣は余

裕資金と L、う奇妙な刻印を押され，かくて商業

信用と貨幣信用との最も基底的な区分が見失わ

れるのである。

我々のモデノレに戻ろう。我々の想定では，B

はいずれを (Aへの掛売りと A 以外の誰かへ

の現金売り)選択しても，貨幣を手にするのは

同じ時になる。違うのは商品 WB が自己の手

から放れるかどうかである。 Bになんらかのメ

リットがあるとすれば， この商品を早く手放す

ということの中にそれはなければならなし、。

そこで，まずデメリットから考えてみる。ま

ず相手 A を信用してよいかどうかの調査費用

を要する。支払いの根拠となっている WA へ

の多少の知識と，その販売の確実性をなんらか

の方法で確認する必要がある。次は WB を所

11) 1"実際に販売が行なわれてからある時間の後に支
払が行なわれるならば，この時間中は貸幣が信用

貸しされたことになる。……過程を個別的な一回
限りのものと想定すれば，この過程の意味すると
ころは，ただ，資本家 A が十分に予備資本を持
っていて，購買の瞬間には支払手段の必要額を使

用しえない B からの還流を待ちうる， というこ
とにすぎない。J(ヒノレファディング『金融資本論』
上，岩波文庫版岡崎訳 p.144)
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有すると L、う物権にかわって，債権を所有する

ことになるが，その管理(簿記費，取り立て費

用)に一定の費用を要する。

しかし以上のデメリットは容易に解消する。

まず，A と B とがし、わゆるフリの関係ではな

く恒常的な取引関係にあれば，信用調査費はあ

らためて必要にならない。また，債権管理費用

は，WB を前渡ししない場合に生ずる在庫管理

の簿記費用と相殺関係にある。

メリットをみてみよう。諸説の中では，商業

信用における貸し手のメリットとして，保管費

の節約をあげるのが有力であるが12) 最初にこ

れを検討してみよう。

マノレクスは，商品の保管には一定の費用がか

かることを述べたあとで， rこのような費用は

どの程度まで商品の価値に入るのか∞」という

問題をたて，保管，在庫形成にはふたとおりあ

ると主張する。

まず一定の在庫は商品流通が円滑に行われる

ために必要であり， rそれは貨幣予備の形成なし

には貨幣が流通しえないのと， 全く同様であ

るJ， その限りで， つまり社会的に必要と認め

られる範囲の在庫・保管は運輸と同様に流通過

程で行われる生産過程であり価値を形成すると

するのである。マノレグスはこれを非自発的在庫

形成といっている。これに対して，自発的在庫

形成とされているのは，社会が必要とする以上

に長い期間の在庫であり，この聞の保管は商品

になんら価値を附加しないばかりか，棚ざらし

による物的減価と，時代遅れな商品となるとい

う道徳的減価までこうむることになる。

さて，我々のモデノレで、は Bの WB の販売期

聞は3週間としたが，この前提では特に「流通

停滞」を考えているのではなく，順調にいって

も3週間は販売に要するというものである。し

たがって，この 3週間の保管は価値を形成する

12) rむしろ，掛売りによって直ちに商品を引き渡し
てしまえば保管費が節約されるJ(JII合編『金融

論を学ぶ』有斐閣 p.56) 

13)マルクス『資本論Jl2巻 p.176。特に第6章2節

の保管費を参照されたい。

在庫期間であり Bは3週間以内ならいつ A

が引き取りに来ても保管費分の価格の上乗せが

可能なのである。誤解を避けるために一言Lて

おけば，Bは WB の価格に3週分の保管費を

込みにして設定してあるのだから，我々のモデ

ノレで第6週目に A が引きとれば，Bは保管費

分だけ得をするというように考えてはいけな

い。 A も Bも競争下にあり，価値法則は貫徹

するのであるから Aが6週日に引き取れば，

保管費分の上乗せは不可能で 7週目になれば

一週間の上乗せというように事態は進むのであ

る。 もし第6週目に引きとったのに， 3週分の

保管費を含めたなら，この Bの WB は割高で、

あり，Aはやがて他の B'から購入することに

なろう。現実の経済社会では，保管費の通常平

均的な日数分が商品価格に既に含められてお

り，顧客が早く引き取る場合には早期引き取り

の割引をするというのが一般的にはみられるこ

とで、ある。

以上から明らかなように保管費は，商品の先

渡しのメリットにはならないのである。それは

中立要因であり，商業信用の一般的な展開は保

管費分がいらなくなることから，商品価格の低

廉化というより社会的な結果をもたらすのであ

る。 3週目とL、う社会的に妥当な在庫期聞を超

えて Bが WB を自発的に持っている場合に

は，先に述べたように物的減価(マルクスの言

葉を借りれば、時間の歯にかじられる、)や道

徳的な摩滅が生じ(商品価値の低下)および保

管費は価格に上乗せできないという二重苦にみ

まわれることになる。この場合の，Bの側から

の信用売りへの渇望は極めて強くなる。こうい

う例は， 日常よくみることができる。中古車販

売などに 30ヶ月ロー γなどの消費者ローンと

しては異例の長期の設定がなされるのはこのよ

い例である。

我々は，かくして，貸し手のメリットを別に

求めなければならない。そうでないと，Bは売

れ残った時，つまり予定した販売期聞を過ぎて

しまった WB についてのみ，信用売りに応ずる
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という結論に陥ってしまうが，現実の観察はす

ぐにそれを否定する。それでは，今日の広範な

商業信用の展開は到底説明できないのである。

商品を売るということを少し詳Lく考えてみ

よう。商品を売る，つまり貨幣に転換するため

には，まず買い手をみい出すこと，次に買い手

との聞で価格が決められる，そして商品が売り

手から買い手へと移動する。ここで現金売りな

ら同時に貨幣が逆方向に移動する。信用取引で

はこれと異り，貨幣は一定の後日に移動する。

つまり，信用売りでも，買い手をみい出すこと

(販路の確定)と，価格の決定は行われるので

ある。表現は正確ではないが，命がけの飛躍の

前半のステップは行われているのである。この

ことが法的には WB とL、う商品を保有してい

ることと，一定期日後に貨幣の支払いを受ける

権利・債権の差異になるのである。命がけの飛

躍の半分をやっているといっても，後の半分，

貨幣が実際に支払われることがなければ，前の

半分の意味もない。だから，商品を所有してい

ることと，債権を保有していることとの聞に差

異があるためには，債権・債務関係が社会的に

認知され，債権の保護が強く法律によって規定

されていなければならなし、。そうなってはじめ

て，この半分の飛躍は意味を持ってくるのであ

り，売り手にとっては確実な一歩前進となるの

である。それは商品経済とL、う不確実の中の確

実であり，我々が債権の保護が前提になってい

る資本主義社会を考えている以上，商業信用の

貸し手のメリットはここに求められるべきであ

る。さて，このメリットから B に何が生じる

か，これが次の問題である。

我々の想定では， 当然に B も販売の予期せ

ぬ延長，価格の変動 (WB の価格の下落と，自

らの生産のために使用する商品価格の上昇)に

備えて準備金を保有している。 ところが今 A

に掛売りしたことにより，何度も言うように債

権の保護が社会の商慣習として存在し，法的に

も規定されていると，sに貨幣が入ってくる時

期はほぼ確定したことになる。つまり，予期せ

ぬ延長はまず避けられたのである。次に WB

の価格はすでに決っているので予期せぬ価格変

動についても避けることができる。従って，商

業信用で商品を前渡しするということは彼に準

備金の縮小を可能にするのである。このことは

彼の利潤率の上昇に直結する。準備金も彼にと

っては資本であるからである。その縮小がどの

程度になるかは，債権の確実性の度合いによ

る。債権が 100%確実ということはありえない

から，一定の、不良債権、用の準備金は残さざ

るを得なし、。しかし， ここでは準備金は明らか

に縮小するのである。そして，準備金の性格

も，商業信用の広範な展開とともに， もっぱら

債務不履行にあったときの準備金，後に手形が

出現すれば，手形の不渡時のための準備金とい

うように性格が変化していくことになる。この

ことは第2編で再論する。

かくして，商業信用は借り手には販売期間に

見合う投下資本の節約を，貸し手には販路の確

定による準備金の縮小をそれぞれもたらす。重

要なことは，共に利潤率計算式の分母に作用す

る仕方で利潤率の上昇が実現されるということ

である。こうして，商業信用においては貸し手

と借り手は，それに参加するメリットの点でも

対等となる。商業信用は，受けても与えてもメ

リットがあるのであるから，当然に受けては与

え，与えては受けるという関係が生じ，いわゆ

る商業信用の連鎖が必然となるのである。

第2節への補論諸説の検討

商業信用論のひとつの困難な点は，貸し手の

メリットをし、かに説明するかである。借り手の

メリットに関しては，①販売期間の短縮②販売

期聞に見合う貨幣資本の節約， と見解の相違は

あるものの，ともに借り手側の利潤率の上昇を

いうことでは一致している。相違は次の点にあ

る。利潤率の年率の式 ZM(nは資本の年間

回転数)において，①の主張は nの増大を1ベ
②の主張は Cの減少をいうことになる。 我々

14) 1"以上の検討から，商業信用は資本の再生産過程
との関連においては，一方の機能資本家 B の流
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の立場は明らかに②である。①の主張になるの

は，商業信用の発生を説明するのに，我々のモ

デノレ IIの型，すなわち投下資本 500万だけで

生産する場合を想定しているからである。つま

りモデル IIでは，第 6週から第 8週まで3週

間投資がストップするのであり，その間，生産

工程のどこかが空白になり生産が遅れるのであ

るが， ここに第 6週日に商業信用で WB が入

って P になれば， 第 9週目に始まるべき生産

が 3週間早く始まることになるのである。しか

し，既に述べたように，モデル IIは出発点の

モデノレとしては非現実的である。 しかも WA

の販売期間は決してなくなっていないのであ

るO そしてその短縮のための努力としては様々

なことがなされるのであり，それらと商業信用

の導入とは区別して考えるべきものである。

本題の貸し手のメリットに戻ろう。これには

いくつかの見解がある。

まず川合教授およびその周辺の論者は，商業

信用においては借り手側のメリットが大きく，

貸し手はただ借り手に「引きずられる」のであ

り， r別にマイナスにはならぬ」から参加する

のであるとする1530 上に引用した文言の暖昧さ

がすべてを語っているので，詳しくコメントす

通資本としての商品資本が，その価格実現に先立

って，他の資本家 A のもとで生産資本化される

ことによって，信用を受けた資本家 A の再生産

過程が短縮，加速され，それに応じて購買手段準

備金とL、う規定にある流通資本としての貨幣資本

が節約・解放されるとしづ効果をもたらすこと

が，確認されえた訳である。J(深町郁弥『所有と

信用』日本評論社， 1971年， pp.175-6り
深町教授は，我々のいう①があってその結果②

の効果が生じるとされる。しかし果たして商業信

用によって再生産過程が短縮するということがあ
るのだろうか。 )I[合教授は『資本と信用』の注の

中で「商業信用それ自体は流通期間を短縮するこ

とはできなし、。むしろその存在を前提とするもの

であるJ(川合一郎著作集第2巻.p.54) と指摘

されている。

15) rなぜなら流通期間の存在およびその長さそのも

のは与えられたものとして前提する以上は，売手

としては，最終的に売れるまではどうせ流通過程

で剰余価値を生まないで遊ばせている資本を貸し

付けるのであるから別にそれ以上何の追加的負担

にもならない。かりに商品が生産されてから販売

る必要はない。商業信用は貸借取引・信用取引

の一種である以上，まず2人の間で成立するの

だが，この説明では片方の当時者だけに強い動

機があり，相手の方にはさしたる動機はなく，

ただ借り手にいわばおがみ倒されてしまうとい

う訳である。果たして，このような一方的関係

から，資本主義社会における今日のような広範

な商業信用の展開を説明できるものであろう

か。論者もこの矛盾に気づかれて，矛盾の解決

策として，貸し手もまた借り手となればよいと

いう抜け道を用意する。この場合には，商業信

用とは一方の手で受け一方の手で与えるという

マノレクスの説明が援用されるのである16)。かく

して，商業信用の説明では最初から 2人でなく

3人以上の人物を登場させることになり， この

ことがし、きなり商業手形の流通に接続するので

ある。 しかし. 3人にしたところで， 4人にし

たところで問題は解決しなし、。それは商業信用

の連鎖の一方の端に貸し手であって借り手でな

い人が必ずいるからで，彼はやはり「別にマイ

ナスにならなし、から」参加するどこまでも善意

の人物になってしまうのである1730

2人を 3人にしても， あるいはそれ以上にし

が完了するまでの期間が一般に平均的に一ヶ月は

必要だとすれば，生産完了後買手が現金を持って

買いに来るまでの一ヶ月間商品を倉庫にしまって

おいても，また，いま品物だけを渡しておいて一

ヶ月後に現金を受取っても，商品が貨幣になる時

期は同じである。いずれにしても貨幣の回収まで

には一カ月かかるのである。だから貸す方として

は別にマイナスにはならぬ。J(JI[合一郎，前掲書，

pp.54-5) 
「商業信用の段階では貸す方はひきずられてい

るのであり， 利子の取得は問題にならないJ(川

合一郎編『金融論を学ぶ』有斐閣選書.p.54) 
16) rそこでまず第 1に， 商業信用， すなわち再生産

に携わっている資本家達が相互に与え合う信用を

分析してみよう。…・・人はそれぞれ一方の手では

信用を与え，他方の手では信用を受けるJ(~資本

論~ 3巻30章.pp.612-3) 
17)商業信用の連鎖の末端の資本家にメリットが見い

出せないことは，結局「商業信用の限界」として

処理されることになる。「手形流通を中断された
資本家は，手形の所持を余議なくされ，したがっ

て，信用の一方的供与者となるので資本節約をな

しえない。JC~金融論を学ぶ~ p.65) 
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てみたところで問題の解決にならないことに気

づき 2人の舞台に戻って議論する方向もみら

れる。 この説の要点は， r掛売り・掛買いの関

係の成立の契機は r購買者」が自らの商品の

価格実現に先立って商品を入手しうることの利

点……に求められる18)Jとして，商業信用論は

借り手の側からの議論だけで成立しうると，い

わば聞き直ったものである。この説明は，後に

すぐ述べる商業信用利子説が貸し手の事情を強

調し，貸し手側に立つ議論であることとまった

く対照的になっている。それはまさに「債務者

の立場を起点とする分析」に、徹底、1.-，それ

だけに終っている。

貸し手が借り手に「引きずられる」にせよ，

貸し手の事情を無視するにせよ，今日の広範な

商業信用の展開と L、う現実を説明するには無理

がある。商品の売買は，我々の経済社会を支え

る最も基本的な取引であるが，これがそうなっ

たのは，売り手にも買い手にも同じ程度の売買

取引への参加要因があるからに他ならなし、。も

し買い手か，売り手かのいずれかだけにメリッ

トがあり，他方はただ「ヲ|きずられる」だけな

ら，売買は我々の社会の当り前の現実になった

であろうか。

借り手のメリットと同じ質的重みを持つ貸し

手のメリットを探し求める閤難さは，ついに商

業信用にも利子があるとL、う主張を生み出すに

至る。つまり貸し手は，現金売りと違って掛売

りの場合は，現金価格で上乗せした型で掛売り

価格を決める。この上乗せ分が利子であるとい

う訳である。貸し手がここで利子をとれれば，

zのPの増大を意味し，借り手と同じように

利潤率の増大につながるというのである。

大内力教授は次のように言われる。

「だが B (貸し手のこと…浜田)のほうは無

条件に手形取引を有利とする訳ではない。ま

えにふれたように，それによってかれの商品

の保管費用が節約されるとか，不確定な流通

18)深町郁弥前掲書， p.165，また p.165の注 (3)
をみよ。

期聞を確定できるとかし、った利益19)J はある

が，借り手のメリットに匹敵するものではな

L 、。

では匹敵するメリットは何か， こうしてつい

に利子が出てくるのである。その根拠は，既に

モデ、ルの説明で述べたように，貸し手は現時点

で現金売りできるのにわざわざ信用売りし，そ

のために本来なら必要のない余裕金を持たねば

ならない，という想定から出発するからであ

る。商業信用の利子については後に詳しく検討

するとして，ここでは問題点だけを指摘してお

こう。

設定モデノレ自体の問題(すぐ現金売りできる

のにという想定)は既に述べた。第2点は，利

子を取るということになると zの P の増大

の問題であり，同じ利潤率の上昇といっても，

借り手は C の減少， 貸し手は P の増大とな

り，契機が分裂してしまうことになる。第3点

は，第2点の発展であるが，利子は剰余価値の

分割部分であり， 支払う A にとっては P の

減少となり， となると再び借り手 A のメリッ

トを論じなければならなくなる。(つづく)

19)大内力『信用と銀行資本』東京大学出版会， 1978 
年， p.19。大内教授の商業信用における利子は同
書の第3章に詳しい。




